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会

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

臨
時
適
性
検
査
等
の
対
象
者
の
大
幅
な
増
加
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
検
査
等
を
実
施
す
る
専
門
医
の
確
保
に
努
め

る
こ
と
。
ま
た
、
医
師
の
数
が
少
な
い
地
域
の
臨
時
適
性
検
査
等
の
対
象
者
に
は
、
認
知
症
に
係
る
診
断
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
医
師
の
紹
介
を
行
う
な
ど
、
そ
の
実
情
に
応
じ
き
め
細
や
か
な
運
用
を
行
う
こ
と
。

二

臨
時
適
性
検
査
等
に
お
け
る
認
知
症
に
係
る
診
断
に
つ
い
て
は
、
受
診
す
る
医
師
に
よ
っ
て
そ
の
診
断
に
差
異
が
生
じ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
専
門
的
知
見
に
よ
る
検
討
を
加
え
た
上
で
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

高
齢
者
講
習
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
講
者
数
の
増
加
等
に
よ
り
、
一
部
の
地
域
で
は
受
講
を
申
し
込
ん
だ
者
が
受
講
ま
で

長
期
間
待
た
さ
れ
た
り
、
不
便
な
場
所
で
受
講
せ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
指
定
自
動
車

教
習
所
等
が
行
う
受
講
者
の
受
入
体
制
の
拡
充
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
支
援
す
る
こ
と
。
特
に
臨
時
高
齢
者
講
習
の
実
施
に

当
た
っ
て
は
、
受
講
者
の
負
担
を
で
き
る
限
り
軽
減
す
る
た
め
、
実
施
場
所
、
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

臨
時
認
知
機
能
検
査
等
を
行
う
旨
を
通
知
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
通
知
の
内
容
が

的
確
に
高
齢
者
に
伝
わ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
者
の
確
実
な
受
検
等
を
担
保
す
る
こ
と
。

五

運
転
免
許
の
取
消
し
と
な
っ
た
高
齢
者
に
対
す
る
移
動
手
段
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
等
と
も
連
携
し
な
が
ら

中
長
期
的
な
視
点
も
含
め
適
切
に
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
。

六

準
中
型
自
動
車
運
転
免
許
を
受
け
た
者
の
初
心
運
転
者
標
識
表
示
義
務
に
係
る
規
定
及
び
初
心
運
転
者
標
識
を
表
示
し
た

準
中
型
自
動
車
に
対
す
る
保
護
義
務
の
在
り
方
に
関
し
て
は
、
本
法
施
行
後
の
事
故
の
発
生
状
況
等
を
分
析
し
、
そ
の
結
果

に
基
づ
き
、
速
や
か
に
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


